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(57)【要約】
【課題】未購入でのウェプ応募を防止するとともに、二
重応募を防止する。
【解決手段】応募情報が印刷されて商品に貼り着け可能
な二重応募防止ラベル１であって、応募情報層４が印刷
されて粘着層２を裏面に有するシート基材１と、応募情
報層を表側から覆う隠蔽層５と、隠蔽層の表側に印刷さ
れた商品情報層６と、を有し、応募情報層が、可視光お
よび応募情報読み取り時の読み取り光に対して不透明な
材料からなり、隠蔽層および商品情報層が、可視光に対
して不透明、かつ、読み取り光に対して透明な材料から
なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　応募情報が印刷されて商品に貼り着け可能な二重応募防止ラベルであって、
　前記応募情報層が印刷されて粘着層を裏面に有するシート基材と、
　前記応募情報層を表側から覆う隠蔽層と、
　前記隠蔽層の表側に印刷された商品情報層と、
を有し、
　前記応募情報層が、可視光および応募情報読み取り時の読み取り光に対して不透明な材
料からなり、
　前記隠蔽層および前記商品情報層が、前記可視光に対して不透明、かつ、前記読み取り
光に対して透明な材料からなる
ことを特徴とする二重応募防止ラベル。
【請求項２】
　前記応募情報層が前記シート基材の表側に印刷され、前記粘着層と前記シート基材とが
可視光に対して透明な材料からなる
　ことを特徴とする請求項１記載の二重応募防止ラベル。
【請求項３】
　前記隠蔽層が、前記応募情報層が印刷された前記シート基材に印刷された
ことを特徴とする請求項１または２記載の二重応募防止ラベル。
【請求項４】
　前記シート基材裏面側には、可視光に対して不透明なセパレータが設けられる
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか記載の二重応募防止ラベル。
【請求項５】
　前記商品情報層を覆うコート層を有する
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか記載の二重応募防止ラベル。
【請求項６】
　前記応募情報層が前記シート基材の裏側に印刷され、前記隠蔽層が前記シート基材から
なり、前記粘着層が可視光に対して透明な材料からなる
　ことを特徴とする請求項１記載の二重応募防止ラベル。
【請求項７】
　前記応募情報層が前記シート基材の裏側に印刷されるとともに、前記シート基材が前記
読み取り光に対して透明な材料からなり、
　前記シート基材と前記粘着層との間には、前記読み取り光に対して透明なシート基材が
可視光に対して透明な粘着層により貼り着けられる
　ことを特徴とする請求項１記載の二重応募防止ラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は二重応募防止ラベルに用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品の販売を促進するため、商品を購入したユーザに対して景品を贈呈するキャンペー
ンが定期的に行われている。
　従来は、商品に添付されたラベル（シール）を応募用紙に貼着し、応募先の住所に応募
用紙を郵送することで、ユーザがキャンペーンに応募する方法が一般的であった。
【０００３】
　しかし、ラベル（シール）を応募用紙に貼着し郵送するには手間がかかり、ユーザがキ
ャンペーンに応募しづらいこともあり、ウェブにおけるインターネットなどを介したキャ
ンペーンシステムも併用されるようになっている。
　このウェブによるキャンペーンシステムは、商品を購入したことを証明する抽選ＩＤと
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、キャンペーンの応募に準備されたウェブサイトのアドレスとを埋め込んだ二次元コード
が用いられている。
【０００４】
　ユーザは、端末装置によって抽選ＩＤとアドレスとを含む二次元コードを読み込む。そ
して、読み込んだ抽選ＩＤを、端末装置からこのアドレスで特定されるキャンペーン応募
用のウェブサイトにウェブを介して送信する。そうすることでウェブサイトのサーバがこ
の抽選ＩＤを利用して抽選を行うようになっている。
【０００５】
　このようにユーザは、インターネットを利用したキャンペーンシステム、あるいは従来
から行っている応募用紙にラベル（シール）を貼着して応募する郵送によるキャンペーン
システムのいずれかによってキャンペーンに参加できることになっている。
【０００６】
　ラベル（シール）においては、二次元コードがラベル基材の裏に印刷され、ラベル基材
の表には郵送応募のための情報（１点、２点など応募ポイント等の情報を含む）が印刷さ
れており、キャンペーンが行われている商品にラベル基材の裏面側の粘着剤等により貼り
つけられている。二次元コードが表に印刷されていると、店頭等に商品がある状態で商品
を購入せずにユーザが端末装置から簡単にウェブ応募ができてしまい、キャンペーンの意
味がないからである。
【０００７】
　そしてユーザは、商品購入後、キャンペーンに参加する場合、商品からラベル（シール
）を剥がしてラベル（シール）の裏側にある二次元コードを自身の携帯端末から読んでウ
ェブ応募を行うか、ラベル（シール）を応募用紙に貼り付けて郵送応募を行うかの選択を
行うことになる。
【０００８】
　しかし、当然のことながら商品購入後、ラベル（シール）を剥がして自身の端末装置に
よりウェプ応募をした後、そのラベル（シール）を応募用紙に貼りつけて郵送による応募
も行う、いわゆる二重応募を行うものが出てくる。
【０００９】
　ここで郵送による応募が二重応募かを確認する手段としては、シールを剥がしてシール
を裏返すことで二次元コードを読み取る等によって既にウェブ応募されたシールかを確認
するか、応募用紙のシールの貼着面を透明にしておき二次元コードが読み取れるようにし
ておくことが考えられる。
　このような二重応募を防止するために、特許文献1に記載された、二重応募を防ぐため
にシステム上で郵送応募とウェブ応募の重複を検知して両者の重複があった場合に応募の
対象から除外するシステムなどの技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１６－９１１１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、二重応募確認手段として、シールを剥がしてシールを裏返すことで二次元コー
ドを読み取って既にウェブ応募されたシールかを確認する場合には、シールを剥がす手聞
がかかる。また、応募用紙のシールの貼着面を透明にしておき二次元コードが読み取れる
ようにしておく場合には、通常の応募用紙と比較して割高となりどちらも好ましくない。
【００１２】
　つまり、二次元コードがシート基材の裏側にあれば、店頭で商品を購入しないで行うウ
ェブ応募の抑止になるが、この場合、二重応募の確認を行う際、応募用紙から剥がしたり
応募用紙のシール貼着面を予め透明にしておくことが必要になるという問題があった。
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　かといって、二次元コードを郵送応募の情報とともにシート基材の表側に印刷して二重
応募の確認を行う場合には、シート基材を商品から剥がしたり応募用紙を透明にする必要
はないが、店頭でのウェブ応募の抑止にならないという問題があった。
【００１３】
　また、特許文献１記載の技術では、二重応募の防止技術は記載されているものの、店頭
等に商品がある状態で商品を購入せずにユーザが端末装置からウェブ応募することを抑止
することについては記述がなく、この問題は解決されていない。
【００１４】
　本発明は、店頭等に展示された商品を購入せずに、ユーザが商品に貼られているラベル
（シール）の二次元コードからウェプ応募するのを防止するとともに、同時に、商品購入
後にウェブ応募と郵送応募の両方を行う二重応募を、シート基材を剥がして確認する、あ
るいは、応募用紙を透明にすることで高価にすることなく防止できる二重応募防止ラベル
を提供するという目的を達成しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の二重応募防止ラベルは、応募情報が印刷されて商品に貼り着け可能な二重応募
防止ラベルであって、
　前記応募情報層が印刷されて粘着層を裏面に有するシート基材と、
　前記応募情報層を表側から覆う隠蔽層と、
　前記隠蔽層の表側に印刷された商品情報層と、
を有し、
　前記応募情報層が、可視光および応募情報読み取り時の読み取り光に対して不透明な材
料からなり、
　前記隠蔽層および前記商品情報層が、前記可視光に対して不透明、かつ、前記読み取り
光に対して透明な材料からなることにより上記課題を解決した。
　本発明において、前記応募情報層が前記シート基材の表側に印刷され、前記粘着層と前
記シート基材とが可視光に対して透明な材料からなることがより好ましい。
　本発明の二重応募防止ラベルは、前記隠蔽層が、前記応募情報層が印刷された前記シー
ト基材に印刷されたことが可能である。
　また、本発明において、前記シート基材裏面側には、可視光に対して不透明なセパレー
タが設けられる手段を採用することもできる。
　また、前記商品情報層を覆うコート層を有することができる。
　また、前記応募情報層が前記シート基材の裏側に印刷され、前記隠蔽層が前記シート基
材からなり、前記粘着層が可視光に対して透明な材料からなることが好ましい。
　前記応募情報層が前記シート基材の裏側に印刷されるとともに、前記シート基材が前記
読み取り光に対して透明な材料からなり、
　前記シート基材と前記粘着層との間には、前記読み取り光に対して透明なシート基材が
可視光に対して透明な粘着層により貼り着けられることができる。
【００１６】
　本発明の二重応募防止ラベルは、応募情報が印刷されて商品に貼り着け可能な二重応募
防止ラベルであって、
　前記応募情報層が印刷されて粘着層を裏面に有するシート基材と、
　前記応募情報層を表側から覆う隠蔽層と、
　前記隠蔽層の表側に印刷された商品情報層と、
を有し、
　前記応募情報層が、可視光および応募情報読み取り時の読み取り光に対して不透明な材
料からなり、
　前記隠蔽層および前記商品情報層が、前記可視光に対して不透明、かつ、前記読み取り
光に対して透明な材料からなることにより、まず、粘着層により商品に貼り着けられた状
態では、可視光に対して不透明な隠蔽層によって応募情報層が隠蔽されていることができ
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る。これにより、最表面の表品情報層の表示内容のみが提示されており、購入者がこれを
目視することができる。
【００１７】
　次に、購入後に、商品表面から二重応募防止ラベルを剥離した状態では、ラベル裏面側
から応募情報層を目視することが可能となる。この状態で、商品購入者は、携帯端末など
から、応募情報層の表示内容である応募情報を読み取って、ウェブ応募をおこなうことが
可能となる。
【００１８】
　または、二重応募防止ラベルは、購入後に商品表面から剥離された後、粘着層により応
募用紙に貼り着けられた状態で郵送等によりキャンペーン実施者のもとに到着する。
【００１９】
　ここで、キャンペーン実施者は、応募用紙に貼り着けられた二重応募防止ラベルをその
ままの状態で、剥がしたりせずに応募情報読み取り手段に送る。すると、応募情報読み取
り手段は、二重応募防止ラベルの表側から応募情報読み取り光を照射することで、応募情
報層の表示内容を読み取って、ウェブ応募による応募情報層の表示内容データと照合して
二重応募でないかどうかをチェックすることが可能となる。
　このとき、読み取った応募情報層の表示内容は、逆像となっているので、これを補正す
る手段を設けることが必要である。
【００２０】
　このとき、この応募情報読み取り光に対して、応募情報層が不透明とされるとともに、
隠蔽層および商品情報層が透明とされていることにより、二重応募防止ラベルを応募用紙
から剥がすことなく、応募情報読み取り光をラベル表側から照射することのみで、応募情
報層の表示内容を読み取ることが可能となる。
　さらに、応募用紙を可視光透過タイプとする必要がないため、応募用紙が高コスト化す
ることもない。
【００２１】
　本発明において、「ある層が可視光に対して不透明」とは、当該層が、その有無により
可視光に対して視認可能な明度差を呈する材料からなり、平面状に所定の輪郭形状として
当該層が形成された場合に、当該層の形成された領域は可視光を透過することがなく、そ
の輪郭が認識可能なものであることを意味する。
【００２２】
　同様に、「ある層が可視光に対して透明」とは、当該層が、その有無にかかわらず可視
光に対して視認可能な明度差を呈するものではない材料からなり、当該層が全面に形成さ
れた場合、あるいは、平面状に所定の輪郭形状として当該層が形成された場合に、あたか
もその層が存在しないかのように可視光が透過可能なものであることを意味する。
【００２３】
　また、「ある層が読み応募情報取り光に対して不透明」とは、当該層が、その有無によ
り応募情報読み取り光に対して視認可能な明度差を呈する材料からなり、平面状に所定の
輪郭形状として当該層が形成された場合に、当該層の形成された領域は応募情報読み取り
光を透過することがなく、その輪郭が認識可能なものであることを意味する。
【００２４】
　同様に、「ある層が応募情報読み取り光に対して透明」とは、当該層が、応募情報読み
取り光に対して視認可能な明度差を呈するものではない材料からなり、当該層が形成され
た場合、あるいは、平面状に所定の輪郭形状として当該層が形成された場合に、あたかも
その層が存在しないかのように応募情報読み取り光が透過可能なものであることを意味す
る。
【００２５】
　応募情報読み取り光は、可視光とは異なる領域とされる波長を有するものとされ、可視
光に対して透明でかつ応募情報読み取り時に不透明である所定層の検出が可能であればよ
く、例えば、赤外光、あるいは、紫外光などとすることができる。
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【００２６】
　本発明において、前記応募情報層が前記シート基材の表側に印刷され、前記粘着層と前
記シート基材とが可視光に対して透明な材料からなることにより、購入後の商品表面から
剥離された後、前記粘着層と前記シート基材とを透過して、二重応募防止ラベルの裏面か
ら応募情報層の表示情報を認識でき、例えば、端末装置のカメラで撮影してウェブ応募す
ることが可能となる。
【００２７】
　同時に、二重応募防止ラベルの表側から応募情報読み取り光を照射することで、応募情
報層の表示内容を読み取る際に、応募情報読み取り光がシート基材を透過することなく、
応募情報層の表示内容を読み取ることができ、応募情報読み取り手段から照射される応募
情報読み取り光の出力を抑える、または、読み取り時間の短縮を図ることが可能となる。
【００２８】
　本発明の二重応募防止ラベルは、前記隠蔽層が、前記応募情報層が印刷された前記シー
ト基材に印刷されたことにより、隠蔽層を印刷により形成することで二重応募防止ラベル
の厚さ寸法を低減し、また、隠蔽層の形成コストを低減することができる。
【００２９】
　また、本発明において、前記シート基材裏面側には、可視光に対して不透明なセパレー
タが設けられる手段を採用することにより、二重応募防止ラベルを粘着層によって貼り付
ける商品が、可視光に対して透明な包装とされた場合でも、セパレータにより二重応募防
止ラベルの裏面側が直接視認されることを防止できる。これにより、商品を反対側から透
過して二重応募防止ラベルの裏面が直接視認できる状態を防止して、応募情報層の情報を
購入まで隠蔽する状態を維持することができる。
【００３０】
　このとき、シート基材と不透明なセパレータとの間には、粘着層が設けられる。なお、
セパレータの最裏側となる粘着層と、シート基材および不透明なセパレータの間の粘着層
とは、ほぼ等しい構成とすることができる。
【００３１】
　また、前記商品情報層を覆うコート層を有することにより、シート基材表側に形成され
た商品情報層、被覆層に破損が発生することを防止できる。これにより、商品情報層、被
覆層が破損することで、応募情報層の応募情報を未購入の状態で視認可能とすることを防
止するとともに、応募情報層の応募情報が郵送応募されて後読み取り時に確実に読み取り
可能な状態を維持することができる。
【００３２】
　また、前記応募情報層が前記シート基材の裏側に印刷され、前記隠蔽層が前記シート基
材からなり、前記粘着層が可視光に対して透明な材料からなることにより、隠蔽層とする
ことの可能な可視光に対して不透明で読み取り光に対して透明なシート基材（隠蔽シート
）を用いることができるため、二重応募防止ラベルの積層数を策弁することが可能となる
。
【００３３】
　前記応募情報層が前記シート基材の裏側に印刷されるとともに、前記シート基材が前記
読み取り光に対して透明な材料からなり、
　前記シート基材と前記粘着層との間には、前記読み取り光に対して透明なシート基材が
可視光に対して透明な粘着層により貼り着けられることにより、最下側の粘着層と下側の
シート基材と、表側に商品情報層と隠蔽層とが印刷されて裏側に応募情報層が印刷された
シート基材とを貼り合わせて形成することができる。
【００３４】
　また、二次元コードなどとされる応募情報層を透明なシート基材の表裏いずれかに印刷
して、応募情報層を覆うように、可視光は透過せず赤外光を透過する郵送応募用の隠蔽層
を印刷して屑を設け、透明なシール基材の裏側に透明な粘着層を設けることができる。
　さらに、応募情報層がシート基材（隠蔽シート）の裏面にある場合はもう一枚シート基
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材をかませた裏に透明の粘着層を設けることができる。
【００３５】
　この結果、商品購入前で二重応募防止ラベルが貼られた商品が店頭に陳列されている状
態では、二重応募防止ラベルの二次元コードを読み取ってウェブ応募しようとすれば二重
応募防止ラベルを剥がす、あるいは、赤外光を当てるなどの不自然な挙動をする必要があ
る。そのため結果として商品購入前のウェブ応募を抑止できる。
【００３６】
　商品購入後に、ウェプ応募を行うため商品から二重応募防止ラベルを剥がす際、二次元
コードがシート基材の表側に印刷されているため商品に二次元コードから糊移りする心配
がなく確実にウェブ応募をおこなうことができる。
【００３７】
　さらに郵送による応募がおこなわれた場合、赤外線などの読み取り光を表側から当てれ
ば逆印刷された二次元コードが現れる。これを検出して既にウェブ応募されたコードと照
合するだけで二重応募かが分かる。このため、読み取り時に応募用紙から二重応募防止ラ
ベルを剥がしたりする手聞がかからず、また応募用紙を透明にする等の必要がないので通
常の応募用紙を使用でき特殊な応募用紙とならず割高にならない。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、店頭での未購入時でのウェブ応募を防止するとともに、郵送で応募さ
れた場合に応募用紙から剥がすことなく応募情報の読み取りを可能とする二重応募防止ラ
ベルを提供することができるという効果を奏することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る二重応募防止ラベルの第１実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明に係る二重応募防止ラベルの第１実施形態を示す裏面図である。
【図３】本発明に係る二重応募防止ラベルの第１実施形態における製造装置を示す模式図
である。
【図４】本発明に係る二重応募防止ラベルの第１実施形態におけるキャンペーン装置を示
す模式図である。
【図５】本発明に係る二重応募防止ラベルの第２実施形態を示す断面図である。
【図６】本発明に係る二重応募防止ラベルの第３実施形態を示す断面図である。
【図７】本発明に係る二重応募防止ラベルの第４実施形態を示す断面図である。
【図８】本発明に係る二重応募防止ラベルの第５実施形態を示す断面図である。
【図９】本発明に係る二重応募防止ラベルの第６実施形態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明に係る二重応募防止ラベルの第１実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は、本実施形態における二重応募防止ラベルを示す断面図であり、図２は、本実施
形態における二重応募防止ラベルを示す裏面図であり、図において、符号１は、二重応募
防止ラベルである。
【００４１】
　本実施形態に係る二重応募防止ラベル１は、図１に示すように、粘着層２と、シート基
材３と、応募情報層４と、隠蔽層５と、商品情報層６と、がこの順に積層された構成を有
する。
【００４２】
　シート基材３は、可視光に対して透明な材料からなり、例えば、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）フィルム、ポリプロピレンフィルムなど各種の可視光に対して透明な合
成樹脂フィルムとされることができる。また、シート基材３は、図１に示すように、裏面
側に粘着層２を配置するとともに、表面側に応募情報層４、隠蔽層５、商品情報層６を順
に印刷可能とされる。なお、シート基材３は、可視光が透過可能であれば、見た目の色に
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は限定されない。
【００４３】
　粘着層２は、商品に二重応募防止ラベル１を貼り着け可能とされ、商品購入後に剥離し
た後、郵送応募において、応募用紙１０（図４参照）に二重応募防止ラベル１を貼り着け
可能な粘着性を有するものとされる。さらに、粘着層２は、後述する応募情報を視認可能
とするように、可視光に対して透明な材料からなり、例えば、ＰＣ（ポリカーボネート）
、ポリエステル、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＬＡ（ポリ乳酸）等の粘着剤・接着剤からな
ることができる。
【００４４】
　応募情報層４は、図１に示すように、シート基材３の表側面にデジタル印字方式にて印
刷され、二次元コード、シリアルナンバーなど、ユニーク情報である応募情報を表示する
ものとされる。応募情報層４は、可視光および応募情報読み取り時の読み取り光に対して
いずれも不透明な材料からなり、例えば、不可視コード、カラーコード等とされるカーボ
ンを含有する顔料インクなどからなることができる。
【００４５】
　応募情報層４は、図２に示すように、二重応募防止ラベル１を商品から剥離した状態で
、その裏面側から粘着層２とシート基材３とを透過して視認可能とされる。このため、視
認時に正印刷となるために、シート基材３の表面には左右反転した逆印刷として印刷され
る。
【００４６】
　隠蔽層５は、図１に示すように、応募情報層４を覆うようにしてシート基材３の表面側
上層位置に印刷され、商品に二重応募防止ラベル１が貼り着けられた状態では、応募情報
層４が視認できないように隠蔽する状態で印刷形成されている。
【００４７】
　また、隠蔽層５は、郵送応募において、応募用紙１０（図４参照）に二重応募防止ラベ
ル１を貼り着けた状態で、後述する応募情報読み取り装置８１（図４参照）から読み取り
のために読み取り光を照射された場合に、この読み取り光を透過して応募情報層４の表示
情報を読み取り可能とされている。
【００４８】
　このため、隠蔽層５は、可視光に対して不透明、かつ、前記読み取り光に対して透明な
材料からなり、例えば、カーボンを含まないホワイトインク等や、白メジウムなどからな
ることができる。
　隠蔽層５は、応募情報層４を覆っていればシート基材３の全域を覆うように設けられて
いてもよいし、シート基材３の一部が露出している状態とされてもよい。
【００４９】
　商品情報層６は、図１に示すように、応募情報層４を覆った隠蔽層５の外側位置として
シート基材３の表面側最上層位置に印刷され、商品に二重応募防止ラベル１が貼り着けら
れた状態では、被着体である当該商品の情報や、応募情報層４に表示されるキャンペーン
情報があることを表示して視認可能に印刷されている。
【００５０】
　また、商品情報層６は、郵送応募において、応募用紙１０（図４参照）に二重応募防止
ラベル１を貼り着けた状態で、後述する応募情報読み取り装置８１（図４参照）から読み
取りのために読み取り光を照射された場合に、隠蔽層５とともにこの読み取り光を透過し
て応募情報層４の表示情報を読み取り可能とされている。
【００５１】
　このため、商品情報層６は、可視光に対して不透明、かつ、前記読み取り光に対して透
明な材料からなり、例えば、大豆油インキ、ベジタブルオイルインキ、ＵＶインキ、ＮＯ
Ｎ－ＶＯＣ等や、カーボンフリーのインクなどからなることができる。
　商品情報層６は、隠蔽層５の全域を覆うように設けられていてもよいし、隠蔽層５の一
部が露出している状態とされてもよい。
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【００５２】
　本実施形態の二重応募防止ラベル１においては、透明なシート基材３の表面にデジタル
印字方式にて逆印字された応募情報層４は、商品に貼り着けられた状態で二重応募防止ラ
ベル１における隠蔽の対象となる印刷層であって、該応募情報層４に印刷された印刷情報
（応募情報）は、複数の二重応募防止ラベル１においてはいずれも同一情報とは限らず、
二次元コード、シリアルナンバーなどの可変情報が印刷され、例えばその可変情報として
ＱＲコード（株式会社デンソーウェーブ登録商標）が印字されている。
【００５３】
　応募情報層４は、それぞれ個別の識別情報とされ、予めデータ記憶手段（記録媒体）１
０４ａに記録格納したデジタル印字データを順次読み出し、読み出された印字データに基
づいて印字動作するデジタル印字方式プリンター（ドットプリンター又は画素型プリンタ
ー）を使用して形成され、インパクト型又はノンインパクト型であって、シリアル方式（
１ドット、１画素印字方式）又はライン方式（一列印字方式）のプリンターで、例えは、
モノクロやカラー印字用のワイヤドットプリンター、感熱転写プリンター、昇華転写プリ
ンター、レーザープリンター、インクジェットプリンターなどが使用される。
【００５４】
　応募情報層４を反転印字するには、パソコンなどコンピュータや、製造装置の制御部に
おけるデータベースなどの記憶部に各種文字、記号、キーワードなどの正向き文字データ
（正向き文字画素データ）を、データメモリテーブル（正向き文字フォントメモリテーブ
ル）として用意しておき、正向きのシリアルナンバーなど印字に必要な文字データを、順
次正向き文字フォントメモリテーブルより読み出して逆印刷用に変換し、これをデータ記
憶手段（記録媒体）１０４ａに一旦記録格納する。
【００５５】
　そして、透明フィルムとされるシート基材３表面とデジタル印字方式プリンターの印字
ヘッドとを対向させ、両者を相対的に移動させながら、即ち、静止するシート基材３表面
上に印字ヘッドを逆方向（順次左方向、または順次上方向の逆読方向）に走査移動させる
か、または静止する印字ヘッドに対してシート基材層３表面を正方向（順次右方向、また
は順次下方向の正読方向）に搬送移動させながら、上記データ記憶手段１０４ａから印字
すべき逆向き文字データをシリアル方式又はライン方式にて順次読み出し、その逆向き文
字データに基づいて印字ヘッドを印字動作させ、シート基材３表面に応募情報層４を逆印
字するものである。
【００５６】
　次に、本実施形態における二重応募防止ラベルの製造方法について説明する。
【００５７】
　図３は、本実施形態における二重応募防止ラベルの製造装置を示す模式図である。
　二重応募防止ラベルの製造装置１００は、図３に示すように、シート基材３と粘着層２
と図示しない剥離紙とをこの順に積層したウエブ状シート１Ａ（積層シート；ロールシー
ト；ロール状タックシート）を支軸に支持して巻き出し供給するウエブシート供給手段１
０１（駆動ニップロール；インフィードロール）を備える。
　剥離紙としては、紙製シートや合成樹脂フィルム製シートの片面（粘着層２側と接する
面）に、シリコーン樹脂やワックスなどの剥離層を塗工したものが使用できる。
【００５８】
　供給されたウエブシート１Ａは各ガイドロール１０９にガイドされて供給され、その供
給方向の後段には、文字、記号、符号等からなる応募情報を反転した応募情報層４を印字
するデジタル印字手段１０４を備え、積層シート１Ａのシート基材３の表面に文字、記号
、符号等からなる応募情報を反転した応募情報層４を印字する。
【００５９】
　このとき、パソコンなどコンピュータや、製造装置の制御部におけるデータベースなど
のデータ記憶手段１０４ａに格納された、各種文字、記号、キーワードなどの応募情報と
される正文字データ（正文字画素データ）の向きを左右反転させた反転文字データ（反転
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文字画素データ）をメモリテーブル（応募情報文字フォントメモリテーブル）として記憶
しておいた、例えば、シリアルナンバーとされる応募情報の印字に必要な反転文字データ
を、順次正反文字フォントメモリテーブルより読み出して、データ記憶手段（記録媒体）
１０４ａに接続されたデジタル印字手段１０４によって、シート基材３表面に応募情報層
４を印字するものである。
【００６０】
　あるいは、他の反転印字方法としては、パソコンなどコンピュータや、製造装置の制御
部におけるデータベースなどのデータ記憶手段１０４ａに格納された、各種文字、記号、
キーワードなどの正向き文字データ（正向き文字画素データ）を、データメモリテーブル
（正向き文字フォントメモリテーブル）として用意しておき、正向きのシリアルナンバー
など印字に必要な文字データを、順次正向き文字フォントメモリテーブルより読み出して
データ記憶手段（記録媒体）１０４ａに接続されたデジタル印字手段１０４によって反転
させた逆印刷として、シート基材３表面に応募情報層４を印字するものである。
【００６１】
　デジタル印字手段１０４の後段には、ウエブシート１Ａをガイドする各ガイドロール１
０９と、グラビア、オフセット印刷塗布方式、又はロール塗布方式などによる隠蔽層印刷
手段１０５を備え、応募情報層４が印字されたシート基材３上より隠蔽性の赤外線透過型
インキを用いて隠蔽層５を印刷塗布して、応募情報層４を隠蔽する。
【００６２】
　隠蔽層印刷手段１０５における後側には、ウエブシート１Ａをガイドする各ガイドロー
ル１０９と、印刷塗布された隠蔽層５を硬化乾燥する硬化乾燥手段を備え、塗布した隠蔽
層５を硬化乾燥する。なお、硬化乾燥手段は、隠蔽層印刷手段１０５と一体として図示し
ている。
【００６３】
　隠蔽層印刷手段１０５の後段には、ウエブシート１Ａをガイドする各ガイドロール１０
９と、グラビア、オフセット印刷塗布方式などによる印刷手段１０６を備え、乾燥した前
記隠蔽層５上に赤外線透過型インキを用いてを用いて商品情報層６を印刷する。
【００６４】
　商品情報層６を印刷する印刷手段１０６の後段には、型抜き手段１０７（ロール打抜刃
、圧ロール）と、を備え、シート基材３の表面に応募情報層４と隠蔽層５と商品情報層６
とをこの順に積層形成したウエブシート１Ａを、商品情報層６上より図示しない剥離紙を
残してパターン状に型抜き加工する。
【００６５】
　さらに、型抜き手段１０７の後段には、剥離除去手段１０８（剥離押さえロール、巻き
取り支軸）を備え、ラベル輪郭パターン状に型抜き加工したパターン領域以外の領域を、
剥離押さえロール１０８から巻き取り支軸の方向に引っ張り剥離除去して、パターン状に
打ち抜き形成した商品情報層６と隠蔽層５と応募情報層４とシート基材３と粘着層２とか
らなる二重応募防止ラベル１が剥離紙上に粘着層２を介してウエブシート１Ｂに剥離可能
に接着された状態とする。
【００６６】
　最終的に、剥離除去手段１０８の後段には、ウエブシート１Ｂを巻き取る巻き取り手段
１０３（アウトフィードロール；駆動ニップロール）を備え、剥離除去手段１０８で剥離
除去部分を除去部１０２に収納するとともに、商品情報層６と隠蔽層５と応募情報層４と
シート基材３と粘着層２とからなる二重応募防止ラベル１が断続的に剥離紙上に粘着層２
を介して長尺の剥離紙上に剥離可能に接着するウエブシート１Ｂをロール状に製造・収納
する。
【００６７】
　次に、本実施形態の二重応募防止ラベルにおけるキャンペーン方法および二重応募防止
方法について説明する。
【００６８】
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　（キャンペーン用商品）
　まず、本実施形態で利用するキャンペーン用商品について説明する。キャンペーン用商
品には、図２に示すような二次元コードが応募情報層４として印刷された応募シールであ
る二重応募防止ラベル１が貼付されている。本実施形態では、この応募情報層４に、懸賞
サイトのアドレスを含むＵＲＬと個別の抽選ＩＤとされる応募情報とが、応募情報層４の
表示内容データとして埋め込まれている。商品については、二次元コードが印刷された二
重応募防止ラベル１が貼付可能なものであれば形状は限定されないが、商品を透過して二
重応募防止ラベル１の裏面が視認できない缶容器等が好ましい。
【００６９】
　（システム構成）
　次に、本発明に係るキャンペーン装置について説明する。
【００７０】
　図４は、本発明に係るキャンペーン装置の構成図である。
　図４において、１０はウェブサーバ、２０はメールサーバ、３０は応募ＩＤ確認装置、
４０は抽選ＩＤデータベース（ＤＢ）、５０はウェブ応募履歴データベース（ＤＢ）、６
０は端末装置、７０はインターネット等のネットワーク、８０は郵送応募処理装置（応募
情報読み取り手段）、９０は郵送応募履歴データベース（ＤＢ）、である。
【００７１】
　ウェブサーバ１０は、インターネットに接続され、端末装置６０からのウェブアクセス
（ウェブ応募）に対応するためのサーバコンピュータである。ウェブサーバ１０には、懸
賞に参加するための懸賞サイトをはじめとする複数のサイトが開設されている。メールサ
ーバ２０は、端末装置６０との電子メールの送受信を行うためのサーバコンピュータであ
る。
【００７２】
　応募ＩＤ確認装置３０は、端末装置６０からウェブサーバ１０を経由して得られる抽選
ＩＤ（応募情報層４の表示内容データ）をウェブ応募履歴データベース５０に記憶し、こ
のウェブ応募からの抽選ＩＤが、抽選ＩＤデータベース４０に記憶されている抽選ＩＤの
なかに存在するか否かを、抽選ＩＤデータベース４０に対して問い合わせる、また、応募
ＩＤ確認装置３０は、後述する郵送応募履歴データベース９０に記憶された郵送応募から
の抽選ＩＤが、抽選ＩＤデータベース４０に記憶されている抽選ＩＤのなかに存在するか
否かを、抽選ＩＤデータベース４０に対して問い合わせる。
【００７３】
　また、応募ＩＤ確認装置３０は、郵送応募からの抽選ＩＤが、ウェブ応募履歴データベ
ース５０に記憶されている抽選ＩＤのなかに存在する二重応募か否かを、ウェブ応募履歴
データベース５０に対して問い合わせる。さらに、応募ＩＤ確認装置３０は、これらの抽
選ＩＤを用いて抽選を行う装置であり、実際にはコンピュータに専用のプログラムを搭載
することにより実現される。
【００７４】
　抽選ＩＤデータベース４０には、図３に示す製造装置１００において、応募情報層４と
して印刷形成することで二重応募防止ラベル１に付与した抽選ＩＤがあらかじめ保存され
ている。
【００７５】
　抽選ＩＤデータベース４０には、応募コース、締切り日、抽選ＩＤ、応募済フラグ、当
選フラグ、乱数が記録される。抽選ＩＤは、抽選ＩＤデータベース４０内で重複しないよ
うに付与されたＩＤである。この抽選ＩＤは、抽選に参加すること等が行われた１商品ご
とに１回抽選させ不正防止のために、稠密性が低く規則性がないものとする必要がある。
【００７６】
　ウェブ応募履歴データベース５０には、応募コース、住所、氏名等が記録されている。
応募コースは、抽選ＩＤデータベース４０に記録されているものと同一であり、例えば応
募の種別を表すものである。住所、氏名は当選者の住所、氏名であり、当選者に賞品を送
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付する場合に必要となる。応募履歴データベース５０には、住所、氏名以外にも、家族構
成や趣味等の当選者の個人的な情報を記録することができる。
【００７７】
　また、郵送応募履歴データベース９０は、後述する郵送応募処理装置８０によって読み
取った郵送応募からの抽選ＩＤに加え、応募コース、住所、氏名等、その他同様のデータ
を記憶するものとされる。
【００７８】
　抽選ＩＤデータベース４０、ウェブ応募履歴データベース５０、郵送応募履歴データベ
ース９０は、ハードディスク等の外部記憶装置で実現され、応募ＩＤ確認装置３０からの
制御によりデータの読み書きが可能となっている。
【００７９】
　なお、ウェブサーバ１０、メールサーバ２０、応募ＩＤ確認装置３０がそれぞれ別々に
図示されているが、これらは機能的に分離されているだけであり、物理的には、それぞれ
が独立した１台のコンピュータであってもよく、複数台のコンピュータであってもよい。
【００８０】
　端末装置６０は、二次元コード読取機能、電子メール機能、ウェブブラウザ機能を搭載
したスマートフォン、携帯電話機、携帯情報端末等の端末装置で実現される。二次元コー
ド読取機能は、具体的には、ＣＣＤカメラと、カメラで撮影した二次元コードから埋め込
まれた内容を抽出するプログラムにより実現される。端末装置６０は、ＣＣＤカメラを搭
載したスマートフォンで撮影した二次元コードを解読するプログラムを搭載していればよ
い。
【００８１】
　ネットワーク７０は、データの送受信を可能としたネットワークであり、有線・無線を
問わない。現実には、インターネット網、スマートフォン会社の通信網等を接続して実現
される周知の通信技術である。
【００８２】
　郵送応募処理装置（応募情報読み取り手段）８０は、図４に示すように、応募情報読み
取り装置８１を有し、郵送応募履歴データベース９０に接続される。
　応募情報読み取り装置８１は、応募用紙１０に貼り着けられた二重応募防止ラベル１に
、剥がしたりせずにそのままの状態で読み取り光を照射して、隠蔽層５および商品情報層
６を透過して、応募情報層４の表示内容を読み取りが可能なスキャナ等を備えた光学式読
み取り装置とされる。
【００８３】
　応募情報読み取り装置８１における読み取り光は、可視光では視認できない透過光であ
ればよく、例えば、赤外光、紫外光などとされることができる。読み取り光の波長は、応
募情報層４の情報を読み取り可能で、隠蔽層５および商品情報層６を透過可能であればよ
く、これらの構成に対応したものとされる。
【００８４】
　応募情報読み取り装置８１は、応募用紙１０をスキャナで読み込み、キャンペーン応募
の応募ＩＤ（コード）である応募情報層４が付加され、かつ、応募用紙１０の用紙番号、
応募コース、住所、氏名等の情報が印刷された応募用紙１０の面の画像を取得して応募用
紙画像データとする。
　このとき、逆印刷とされた応募情報層４の画像は、反転させて読み取るものとされる。
【００８５】
　ここで、郵送応募処理装置（応募情報読み取り手段）８０は、応募情報読み取り装置８
１によって読み取り光を照射することにより、郵送応募された二重応募防止ラベル１の応
募情報層４から読み取った抽選ＩＤを郵送応募履歴データベース９０に送って記憶するも
のとされる。
【００８６】
　（キャンペーン）
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　まず、商品を購入した人は、商品に貼り着けられている二重応募防止ラベル１を剥がし
て、裏面側から視認可能となる二次元コード（応募情報層）４を端末装置６０のカメラで
読み取る。すると、端末装置６０が、読み取った二次元コードからＵＲＬを認識し、図４
に示すように、そのＵＲＬに記録されているアドレスで特定されるウェブサーバ１０にア
クセスした後、抽選ＩＤをウェブサーバ１０に送信する。
【００８７】
　ウェブサーバ１０が、受け取った抽選ＩＤを応募ＩＤ確認装置３０に渡すと、応募ＩＤ
確認装置３０は、図４に示すように、ウェブ応募履歴データベース５０に抽選ＩＤを記憶
するとともに、抽選ＩＤの重複チェックを行う。具体的には、その抽選ＩＤで既に抽選参
加行為が行われているかどうかのチェックを抽選ＩＤデータベース４０に問い合わせるこ
とになる。
【００８８】
　重複している場合は、お断り画面のデータを端末装置６０に送信し、お断り画面を端末
装置６０に表示させる。重複していない場合は、応募ＩＤ確認装置３０が、抽選の実行を
行う。具体的には、まず、抽選ＩＤデータベース４０に問い合わせた後、抽選をおこなう
ことになる。
【００８９】
　この抽選を実行した段階で、該当する抽選ＩＤの応募済フラグに応募済を意味する「１
」が設定される。抽選の結果、落選している場合は、落選画面のデータを端末装置６０に
送信し、落選画面を端末装置６０に表示させる。
　当選している場合は、当選画面のデータを端末装置６０に送信し、当選画面を端末装置
６０に表示させる。
【００９０】
　この当選画面には、賞品引き換え用のウェブサイトのＵＲＬが記載されているので、利
用者は、端末装置６０からこのＵＲＬを指定して賞品引き換えウェブサイトにアクセスす
る。なお、この商品引き換えウェブサイトもウェブサーバ１０上に開設されている。ここ
で、自身の住所・氏名等の情報を入力して送信すると、ウェブサーバ１０は、当選者の住
所・氏名を取得し、応募履歴データに記録する。
【００９１】
　また、商品を購入したが端末装置６０を所有していない人は、商品に貼り着けられてい
る二重応募防止ラベル１を剥がした後、図４に示すように、粘着層２によって二重応募防
止ラベル１を応募用紙１０に貼り着けた状態で郵送応募する。
【００９２】
　郵送応募がなされた場合には、キャンペーン実施者は、応募用紙１０に貼り着けられた
二重応募防止ラベル１をそのままの状態で、剥がしたりせずに応募情報読み取り手段８１
に送る。すると、応募情報読み取り手段８１は、二重応募防止ラベル１の表側から応募情
報読み取り光を照射することで、隠蔽層５および商品情報層６を透過した応募情報層４の
表示内容である抽選ＩＤを読み取って、郵送応募履歴データベース９０に送って記憶させ
る。
【００９３】
　このとき、読み取った応募情報層４の表示内容は、逆像となっているので、応募情報読
み取り手段８１において正像となるようにこれを補正する。
【００９４】
　次いで、ウェブ応募を同様に、応募ＩＤ確認装置３０が、抽選の実行を行う。
【００９５】
　抽選実施時に、応募ＩＤ確認装置３０は、まず、郵送応募履歴データベース９０にアク
セスして、この郵送応募履歴データベース９０から供給される郵送応募の抽選ＩＤの真偽
判定を行う。すなわち、応募ＩＤ確認装置３０は、郵送応募履歴データベース９０から供
給された抽選ＩＤに対応する抽選ＩＤが、抽選ＩＤデータベース４０に記憶されている抽
選ＩＤのなかに存在するか否かを、抽選ＩＤデータベース４０に対して問い合わせる。こ
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のとき、抽選ＩＤデータベース４０は、問い合わせに付加されている抽選ＩＤと同一の抽
選ＩＤが抽選ＩＤデータベース４０に記憶されているか否かを検索する。
【００９６】
　そして、応募ＩＤ確認装置３０は、抽選ＩＤデータベース４０から抽選ＩＤと同一のシ
リアル番号が抽選ＩＤデータベース４０に記憶されていることを示す応答があった場合に
郵送応募された抽選ＩＤを真と判定し、抽選ＩＤと同一の抽選ＩＤが抽選ＩＤデータベー
ス４０に記憶されていないことを示す応答があった場合に抽選ＩＤを偽と判定する。
【００９７】
　次いで、応募ＩＤ確認装置３０は、真と判定した郵送応募の抽選ＩＤが、二重応募でな
いかの判定を行う。
【００９８】
　すなわち、応募ＩＤ確認装置３０は、郵送応募履歴データベース９０から供給された抽
選ＩＤに対応する抽選ＩＤが、ウェブ応募履歴データベース５０に記憶されている抽選Ｉ
Ｄのなかに存在するか否かを、ウェブ応募履歴データベース５０に対して問い合わせる。
このとき、ウェブ応募履歴データベース５０は、問い合わせに付加されている抽選ＩＤと
同一の抽選ＩＤがウェブ応募履歴データベース５０に記憶されているか否かを検索する。
【００９９】
　応募ＩＤ確認装置３０は、図４に示すように、ウェブ応募履歴データベース５０から抽
選ＩＤと同一のシリアル番号がウェブ応募履歴データベース５０に記憶されていることを
示す応答があった場合に郵送応募された抽選ＩＤを偽と判定し、抽選ＩＤと同一の抽選Ｉ
Ｄがウェブ応募履歴データベース５０に記憶されていないことを示す応答があった場合に
抽選ＩＤを真と判定する。
【０１００】
　応募ＩＤ確認装置３０は、重複していないと判定した郵送応募された抽選ＩＤの応募済
フラグに応募済を意味する「１」を設定する。これにより、抽選ＩＤとして使用されたシ
リアル番号は、使用済み抽選ＩＤとして、郵送応募履歴データベース９０の重複確認テー
ブルに順次蓄積されていく。
【０１０１】
　応募ＩＤ確認装置３０は、郵送応募においても、ウェブ応募と同様に抽選を実行した後
、用紙画像アドレス、用紙番号及び郵送シリアル番号の各々を紐付けて（対応付けて）記
憶させる。
【０１０２】
　上述した抽選処理は、所定周期ごと、例えば、一日毎に行うことができる。したがって
、ウェブ応募履歴データベース５０および郵送応募履歴データベース９０には、１日毎に
集計され、真であって、かつ、すでに使用された応募ＩＤと重複のない応募ＩＤが書き込
まれる。同様に、応募ＩＤ確認装置３０は、真であり、かつ、重複していない応募ＩＤが
検出された際、検出後、直ち（リアルタイム）に検出された応募ＩＤを郵送応募履歴デー
タベース９０に対して書き込むように構成してもよい。
　また、キャンペーンへの郵送による応募の期間が終了した後に、ウェブによる応募及び
郵送による応募の双方におけるキャンペーンの抽選及び景品の発送を行うように構成して
もよい。
【０１０３】
　本実施形態は、商品購入者が抽選ＩＤを携帯端末６０から入力するウェブ応募方法と、
抽選ＩＤを付加した二重応募防止ラベル１の貼り着けられた応募用紙１０を郵送する郵送
応募方法とのいずれかを選択できるとともに、郵送された応募用紙１０に貼り着けられて
、真偽判定する抽選ＩＤを読み取る際に、二重応募防止ラベル１を剥がす等の操作をおこ
なう必要がなく、効率的に抽選ＩＤを読み取って、抽選ＩＤの真偽判定及び重複判定を行
うことができる。
【０１０４】
　このため、本実施形態によれば、ウェブで使用された抽選ＩＤの重複のみでなく、ウェ
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ブで使用された抽選ＩＤと、応募用紙１０に付加された郵送抽選ＩＤとの重複チェックを
容易に行うことができ、同一の抽選ＩＤを重複して用いたウェブおよび郵送によるキャン
ペーンへの二重応募を効率的に抑制することができる。
【０１０５】
　本実施形態は、同時に、店頭にて展示されている商品において、商品に貼り着けられた
二重応募防止ラベル１の抽選ＩＤを隠蔽して、商品購入前にウェブからキャンペーンへ応
募してしまうことを防止できる。
【０１０６】
　特に、商品に貼り着けられた二重応募防止ラベル１においては、可視光でない読み取り
光によってしか隠蔽層５で隠蔽された応募情報層４で表示された抽選ＩＤを読み取ること
ができない。このため、商品に貼り着けたままの二重応募防止ラベル１から抽選ＩＤを読
み取ろうとすると、通常とは異なる行動をおこなう必要がある。したがって、店頭でこれ
を読み取るためには、極めて不審な挙動をおこなうことになるため、不正応募をその場で
発見しやすくなる。
【０１０７】
　つまり、商品購入前で二重応募防止ラベル１が貼られた商品が店頭に陳列されている状
態では、二重応募防止ラベル１の二次元コード（抽選ＩＤ）を読み取ってウェブ応募しよ
うとした場合、二重応募防止ラベル１を剥がすか、赤外光を当てなければならない。した
がって、不自然な挙動を店頭でおこなう必要があるため、結果として商品購入前のウェブ
応募を効果的に抑止できる。
【０１０８】
　また、商品購入後に、ウェプ応募を行うため商品から二重応募防止ラベル１を剥がす際
、応募情報層４で表示された二次元コードが二重応募防止ラベル１の表側に印刷されてい
るため、商品に応募情報層４で表示された二次元コードが糊移りする心配がなく確実にウ
ェブ応募をおこなうことができる。
【０１０９】
　さらに郵送による応募が行われた場合、赤外光を二重応募防止ラベル１の表側から照射
するだけで、逆印刷された応募情報層４で表示された二次元コードが現れて検出可能であ
る。このため、二次元コードを検出して既にウェブ応募された抽選ＩＤと照合するだけで
二重応募か否かを判定することができる。これにより、応募用紙１０から二重応募防止ラ
ベル１を応募用紙１０から剥がしたりする手聞がかからず、また応募用紙１０を透明にす
る等の必要がないので通常の応募用紙を使用でき、特殊な応募用紙とならず割高になるこ
とがない。
【０１１０】
　以下、本発明に係る二重応募防止ラベルの第２実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図５は、本実施形態における二重応募防止ラベルを示す断面図である。
　本実施形態において、上述した第１実施形態と異なるのは、セパレータに関する点であ
り、これ以外の上述した第１実施形態と対応する構成には同一の符号を付してその説明を
省略する。
【０１１１】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、図５に示すように、シート基材３と粘着
層２との間にセパレータ７と粘着層２Ａとを有する。
【０１１２】
　粘着層２Ａは、粘着層２と略同等の構成とされ、この粘着層２Ａによって二重応募防止
ラベル１を応募用紙１０およびセパレータ７に貼り着け可能なものとされる。
　本実施形態においては、二重応募防止ラベル１を貼り着ける商品が、食品などの袋包装
とされて、商品を透過して二重応募防止ラベル１の裏面が視認可能なものとされる。
【０１１３】
　セパレータ７は、その裏面側に粘着層２が位置し、この粘着層２によってセパレータ７
ごと二重応募防止ラベル１を商品に貼り着け可能なものとされる。セパレータ７は、紙製
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シートや合成樹脂フィルム製シートの片面（粘着層２Ａ側と接する面）に、シリコーン樹
脂やワックスなどの剥離層を塗工したものが使用できる。
　また、セパレータ７は、可視光に対して不透明なものとされることが必要である。
【０１１４】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、店頭で展示された商品には、粘着層２に
よって、セパレータ７ごと貼り着けられる。そして、郵送応募をする場合には、粘着層２
Ａによって、応募用紙１０に貼り着けられる。
【０１１５】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、上述した第１実施形態と同等の効果を奏
することができるとともに、粘着層２によってセパレータ７ごと二重応募防止ラベル１を
商品に貼り着け可能とされ、粘着層２Ａによって二重応募防止ラベル１を応募用紙１０に
貼り着け可能なものとされる。これにより、可視光に対して不透明とされたセパレータ７
によって、商品に貼り着けられた状態で、二重応募防止ラベル１の裏面を直接視認するこ
とができなくなる。
【０１１６】
　したがって、透明なシート基材３および粘着層２Ａを介して裏面側から応募情報層４の
情報を視認できないように隠蔽することができ、透明な包装袋の商品であっても、店頭で
二重応募防止ラベル１を商品から剥がさずにウェブ応募してしまうことを防止できる。
【０１１７】
　以下、本発明に係る二重応募防止ラベルの第３実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図６は、本実施形態における二重応募防止ラベルを示す断面図である。
　本実施形態において上述した第１および第２実施形態と異なるのはコート層に関する点
であり、これ以外の対応する構成要素に関しては、同一の符号を付してその説明を省略す
る。
【０１１８】
　本実施形態においては、図６に示すように、商品情報層６の表側に、この商品情報層６
を覆うように透明なコート層８が設けられている。
【０１１９】
　コート層８は、可視光に対して透明な材料を塗布形成したものとされる。コート層８は
、例えば、ニス等の透明樹脂からなることができる。コート層８は、少なくとも隠蔽層５
の全面を覆っていればよく、シート基材３を覆うように形成することもできる。なお、図
において、コート層８は、シート基材３の一部を覆わないように図示されているが、シー
ト基材３の全体を覆うように形成することもできる。
【０１２０】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、上述した第１および第２実施形態と同等
の効果を奏することができるとともに、コート層８によって、商品情報層６および隠蔽層
５を覆うように形成されている。このため、商品情報層６および隠蔽層５はコート層８に
保護されており、二重応募防止ラベル１を剥がさずに、コート層８側から商品情報層６お
よび隠蔽層５を破壊して応募情報層４の二次元コードなどを読み取ることを防止できる。
　さらに、商品搬送中などに応募情報層４、商品情報層６および隠蔽層５が破損されて、
応募情報層４の二次元コードなどが読み取れなくなることを防止できる。
【０１２１】
　以下、本発明に係る二重応募防止ラベルの第４実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図７は、本実施形態における二重応募防止ラベルを示す断面図である。
　本実施形態において上述した第１から第３実施形態と異なるのは隠蔽シートに関する点
であり、これ以外の対応する構成要素に関しては、同一の符号を付してその説明を省略す
る。
【０１２２】
　本実施形態においては、図７に示すように、応募情報層４が不透明な隠蔽シート３Ａ糊
面側に設けられて、隠蔽層５がない構成を例示している。
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【０１２３】
　隠蔽シート３Ａは、第１から第３実施形態における隠蔽層５と同じく、可視光に対して
不透明かつ読み取り光に対して透明な材料からなることができる。隠蔽シート３Ａは、シ
ート基材３の輪郭と等しくなるように形成されている。なお、図において、隠蔽シート３
Ａの端部がシート基材３の一部と接触しないように図示されているが、隠蔽シート３Ａは
シート基材３の全体に接着するように形成される。
【０１２４】
　本実施形態の二重応募防止ラベル１を製造する際には、応募情報層４をシート基材３の
表面に印刷形成し、商品情報層６を隠蔽シート３Ａの表面に印刷形成する。
　さらに、応募情報層４を表面に印刷したシート基材３と、商品情報層５を表面に印刷し
た隠蔽シート３Ａと、を貼り合わせて二重応募防止ラベル１を形成する。このため、応募
情報層４と隠蔽シート３Ａとの間に、図示しない粘着層・貼着層などを形成することもで
きる。
【０１２５】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、上述した第１から第３実施形態と同等の
効果を奏することができるとともに、隠蔽シート３Ａを有することによって、隠蔽シート
３Ａを破損して、二重応募防止ラベル１を剥がさずに、応募情報層４の二次元コードなど
を読み取ることをさらに防止できる。
【０１２６】
　なお、応募情報層４を隠蔽シート３Ａの裏面に印刷することもできる。この場合、応募
情報層４は、反転印刷される逆印刷ではなく、正印刷されたものとなる。
【０１２７】
　以下、本発明に係る二重応募防止ラベルの第５実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図８は、本実施形態における二重応募防止ラベルを示す断面図である。
　本実施形態において上述した第４実施形態と異なるのはシート基材に関する点であり、
これ以外の対応する構成要素に関しては、同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１２８】
　本実施形態においては、図８に示すように、可視光に対して透明なシート基材３と隠蔽
層５とがなく、可視光に対して不透明な隠蔽シート（シート基材）３Ａが裏面に応募情報
層４が印刷されている。
【０１２９】
　隠蔽シート３Ａは、第１から第３実施形態における隠蔽層５と同じく、可視光に対して
不透明かつ読み取り光に対して透明な材料からなり、例えば、有色の樹脂シートからなる
ことができる。隠蔽シート３Ａは、シート基材３の代わりとなり、二重応募防止ラベル１
のラベル輪郭と等しくなるように形成されている。なお、図において、粘着層２の端部が
、隠蔽シート３Ａの一部と接触しないように図示されているが、粘着層２は隠蔽シート３
Ａの全体に接着するように形成される。
　また、応募情報層４は、隠蔽シート３Ａの裏面に印刷される。このため応募情報層４は
、反転印刷される逆印刷ではなく、正印刷されたものとされている。
【０１３０】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、上述した第１から第４実施形態と同等の
効果を奏することができるとともに、隠蔽シート３Ａを有することによって、層構成を削
減し、さらなる低コスト化を図ることができる。
【０１３１】
　以下、本発明に係る二重応募防止ラベルの第６実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図９は、本実施形態における二重応募防止ラベルを示す断面図である。
　本実施形態において上述した第１実施形態と異なるのは２枚の透明シート基材および糊
殺し層に関する点であり、これ以外の対応する構成要素に関しては、同一の符号を付して
その説明を省略する。
【０１３２】
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　本実施形態の二重応募防止ラベル１においては、図９に示すように、応募情報層４が、
シート基材３の表面ではなく、シート基材３の裏面に逆印刷されている。また、可視光に
対して透明なシート基材３Ｂの表面に粘着層２Ｂが設けられ、この粘着層２Ｂによって、
透明なシート基材３および透明なシート基材３Ｂが貼り合わせられている。
　また、透明なシート基材３Ｂ裏面には粘着層２が配置され、この粘着層２には、さらに
その裏面（下側）の一部となる輪郭周縁部に糊殺し層２Ｃが設けられている。
　糊殺し層２Ｃは、一般的な糊殺しに使われるニスや、シリコーン樹脂を含有する剥離容
易層などとされ、二重応募防止ラベル１の輪郭に接するように、かつ、二重応募防止ラベ
ル１裏面の一部として面内に配置される。
【０１３３】
　本実施形態の二重応募防止ラベル１においては、読み取り光に対して透明な基材シート
３の裏面に応募情報層４が逆印刷されとともに、基材シート３の表面側に隠蔽層５と商品
情報層６とが印刷される。
　また、可視光に対して透明な基材シート３Ｂの裏面には、粘着層２と、その裏面の一部
分となる糊殺し層２Ｃとが配置されるとともに、基材シート３Ｂの表面には、可視光に対
して透明な粘着層２Ｂが配置されて積層される。
　そして、これら基材シート３と基材シート３Ｂとを、粘着層２Ｂと応募情報層４とが接
触するように貼り合わせる。
【０１３４】
　本実施形態における二重応募防止ラベル１は、上述した第１から第５実施形態と同等の
効果を奏することができるとともに、糊殺し層２Ｃを有することによって、さらに商品か
らの剥離性を向上することができる。
【０１３５】
　なお、本実施形態においては、次のような構成も可能である。
　この場合、粘着層２Ｂと応募情報層４との積層順が逆位置となる。
　具体的には、透明なシート基材３の裏面に応募情報層４がなく、可視光に対して透明な
シート基材３Ｂの表面に応募情報層４が正印刷されて、これら透明なシート基材３および
透明なシート基材３Ｂが、粘着層２Ｂによって、貼り合わせられている。
　また、透明なシート基材３Ｂ裏面に配置された粘着層２には、さらにその裏面（下側）
の一部となる輪郭周縁部に糊殺し層２Ｃが設けられている。糊殺し層２Ｃは、一般的な糊
殺しに使われるニスや、シリコーン樹脂を含有する剥離容易層などとされ、二重応募防止
ラベル１の輪郭に接するように、かつ、二重応募防止ラベル１裏面の一部として面内に配
置される。
【０１３６】
　さらに、上記の各実施形態における構成、あるいは、その一部を各々組み合わせた構成
とすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明の活用例として、専用機やスマホでの読み取りで、サーバ上にポイントを溜めて
応募するマイレージキャンペーンや、専用機器で読み取る管理ラベルでかつ表示層にコー
ドを入れないことでデザインを邪魔しないもの、専用機器で読み取る真贋判定ラベルで、
この場合は再剥離可能ではない強粘性の粘着層としてもよいもの、を挙げることができる
。
【符号の説明】
【０１３８】
１…二重応募防止ラベル
２，２Ａ，２Ｂ…粘着層
２Ｃ…糊殺し層
３，３Ｂ…シート基材
３Ａ…隠蔽シート
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４…応募情報層
５…隠蔽層
６…商品情報層
７…セパレータ
８…コート層

【図１】

【図２】

【図３】
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